
訪問看護重要事項説明書 

 

【1】 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

法 人 名 社会福祉法人 医真福祉会 

代 表 者 氏 名  理事長  栁農 浩右 

法 人 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等）  

大阪府八尾市大字都塚５０番地１ 

 ０７２－９９１－８６８０ 

 

【2】利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーション さとやま 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
大阪府指定  ２７６５５９０３８１ 

事 業 所 所 在 地 大阪府八尾市安中町９丁目１番１２号 

連 絡 先 

管  理  者 

０７２－９５１－１２１３ 

砥出 早耶香 

事業所の通常の  

事業の実施地域  
八尾市全域 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 訪問看護サービス 

運 営 の 方 針 

対象者の特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、健康管理・日常生活

動作の維持・回復を図るとともに在宅医療を推進し、快適な在宅療養が

出来るように支援を行います。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間・事業所の職員体制 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われる

よう必要な管理を行います。 

2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な

指導及び管理を行います。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令

を行います。 

常 勤 １名 

営 業 日 月曜日～土曜日（ただし、１２月３１日～１月３日を除く） 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時まで 

営 業 時 間 外 
待機者がステーション携帯電話を所持し、緊急相談や利用者の希望によ

る臨時訪問に応じます。 



看
護
職
員
・
理
学
療
法
士
等 

 

1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書に

よる指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護

計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接

な連携を図ります。 

2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとと

もに、利用者等への説明を行い同意を得ます。 

3 利用者へ訪問看護計画を交付します。 

4 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を

行います。 

5 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行います。 

6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な

指導を行います。 

7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業

者と連携を図ります。 

8 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を

作成します。 

常 勤 ５名 

 

非常勤 ５名 

 

【3】 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作

成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意

向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて

具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 

介護保険による訪問看護サービス 

各種医療保険による訪問看護サービス 

保険外での全額自己負担による訪問看護サービス 

＜訪問看護サービス内容＞ 

1. 病状・障害の観察 

・血圧、脈拍、体温、呼吸数、酸素飽和度等の測定。全身状態、各種症状、日常生活動作

等の観察 

2. 清潔の保持、食事・排泄等日常生活上の看護 

 ・清拭、洗髪、入浴、部分浴の介助 

 ・食事や排泄等の状況を理解した上での指導、助言 

3. 褥瘡の予防・処置 

 ・体位変換、除圧の方法、除圧器具の選定への指導、助言 

 ・患部の消毒、治療の実施と指導（医師の指示に基づく） 

 ・栄養状態の確認、栄養補給の方法についての助言 

4. リハビリテーション 

 ・床上での関節可動域訓練  ・座位、立位、歩行動作の指導 ・呼吸訓練、嚥下訓練 

5. ターミナルケア・認知症の看護 

 ・身体的、精神的苦痛の看護・介護負担軽減方法についての助言・２４時間体制での在宅の

看取りへの支援 



6. 療養生活や介護方法の指導 

7. 医師の指示による医療処置 

 ・カテーテル等の交換、管理支援 

・在宅医療機器にまつわる管理支援（各種業者等との連携） 

 ・摘便、浣腸、導尿、ガーゼ交換、膀胱洗浄・輸液管理支援 

 8. 緊急時の相談、適切な対応 

  ・かかりつけ医の指示のもとで電話対応、訪問しての応急処置、適切な医療施設への連絡、

調整 

 

(2) 介護保険によるサービス提供について 

サービス提供時間 単位数 
利用者負担 

1割 

利用者負担 

2割 

利用者負担 

3割 

訪看Ⅰ１（２０分未満） ３１４単位 

        

３３６円 

         

 

６７２円 １，００８円 

訪看Ⅰ２（３０分未満） ４７１単位 

        

５０４円 

         

       

１,００８円 

        

１，５１２円 

         

訪看Ⅰ３（３０分～６０分未満） ８２３単位 

 

８８１円 

        

１，７６２円 

         

２,６４２円 

訪看Ⅰ４（６０分～９０分未満） １１２８単位 

 

１,２０７円 

        

２，４１４円 

         

３，６２１円 

訪看Ⅰ５×２（リハビリ４０分未満） ５８８単位 

      

６３０円 

        

１，２５９円 

         

１,８８８円 

訪看Ⅰ５・２超（リハビリ６０分未満） ７９２単位 ８４８円 １,６９５円 ２,５４３円 

＜介護保険各種加算料＞ 

 加算  単位数 
利用者負担  

１割 

利用者負担 

2割 

利用者負担 

3割 
算定要件 

夜間等訪問看護加算 

１８時～２２時    ２５％ 

２２時～翌朝６時   ５０％ 

６時～８時   ２５％ 

緊急時訪問看護加算（Ⅱ） ５７４単位 ６１５円 １，２２９円 １，８４３円 1月に 1回 

特別管理加算（Ⅰ） ５００単位 ５３５円 １，０７０円 １，６０５円 1月に 1回 

特別管理加算（Ⅱ） ２５０単位 ２６８円 ５３５円 ８０３円 1月に 1回 

初回加算（Ⅰ）*退院日当日 ３５０単位 ３７５円 ７４９円 １，１２４円 
新規に計画を 

作成した月 

初回加算（Ⅱ） ３００単位 ３２１円 ６４２円 ９６３円 
新規に計画を 

作成した月 

口腔連携強化加算 ５０単位 ５４円 １０７円 １６１円 １月に１回 

サービス提供体制強化 

加算Ⅱ 
３単位 ４円 ７円 １０円 １回につき 

ターミナルケア加算 ２，５００単位 ２，６７５円 ５，３５０円 ８，０２５円 死亡月に 1回 



※ サービス提供開始時刻が早朝・夜間の場合は、1 回につき所定単位数の２５％、深夜の場

合は、５０％に相当する単位が加算されます。 

※ 当ステーションは５級地に所在するため、1単位あたり１０．７０をかけています。 

※ 准看護師のサービス提供については、利用料金に０．９をかけた料金となります。 

※ 緊急時訪問看護加算は、当事業所が実施する２４時間体制下での緊急時の電話相談及び臨

時訪問を希望する場合にご契約いただきます。契約された方に予定外の訪問看護を提供し

た場合、その活動時間に相当する基本料金をその都度いただきます。契約なしでの臨時対

応は出来兼ねますのでご注意ください。また、利用しなかったからということで後から契

約を解消し返却されるというものではありません。 

※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対して、指定

訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働

大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問看護

を行った場合に加算します。 

 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得

て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上ターミナルケアを行った場合（ターミナル

ケアを行った後、２４時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に加算します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カ

ニューレ、留置カテーテルを使用している状態 

② 在宅自己腹膜灌流
かんりゅう

指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静

脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽

圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けて

いる状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

⑥  

 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質

基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3以上であっ

て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、他系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリー

ブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライ

ソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱

髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める

状態 



 

※ 初回加算（Ⅰ）（Ⅱ）は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合

に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。(Ⅰ)は退院日当日の

訪問。 

※ 退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し

在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に加算しま

す。また初回加算を算定する場合は算定しません。 

※ 口腔連携強化加算は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において歯科医やケアマネジ

ャーに対し情報提供した場合に加算します。 

※ サービス提供体制強化加算は、職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の占める割合が 

３０/１００以上の場合に加算します。 

※ 理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定し

ていない場合に８単位（1回につき）減算します。 

※ 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る

計画の作成の支援等を行った場合に加算します。 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の

身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。 

※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を超える

訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分未満)に加算しま

す。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた１時間３０分を超過する部分の利用料は徴

収しません。 

※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問

看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から１４日間に限っ

て、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となりま

す。 

※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用

者又は当事業所における一月当たりの利用者が２０人以上居住する建物の利用者にサービ

ス提供を行った場合は、上記金額の９０/１００となります。 

同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建築物

及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なも

のを言います。 

同一の建物に２０人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用者

が２０人以上居住する建物を言います。 

（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る。） 

※ （利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額を

いったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領

収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請

を行ってください。 

 

 



 

（3）医療保険によるサービス提供について 

各種保険制度、助成事業等に基づき、負担額が変わります 

基本療養費・管理療養費 

各種加算 
診療報酬 

利用者負担   

1割（3割） 
算定要件 

訪問看護管理療養費 

７，６７０円 
７７０円（２，３００円） 月の初日に算定 

３，０００円 
３００円（９００円） 月の２日目以降/日算定 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（看護師・理学療法士等） 

５，５５０円 ５６０円（１，６７０円） 
週３回まで/日算定 

６，５５０円 
６６０円（１，９７０円） 週４日目以降/回算定 

退院支援指導加算       

(長時間行った場合) 
８４００円 ８４０円（２５２０円） 

厚生労働大臣が定める者に指

導した場合１回につき 

退院支援指導加算 ６０００円 ６００円（１８００円） 
 

訪問看護医療 DX情報活用 

加算 
５０円 ５円（１５円） 

オンライン資格確認等のシステ

ム導入している場合月に１回算

定 

訪問看護ベースアップ 

評価料 
７８０円 ７８円（２３０円） 

職員の賃金の改善を実施して

いる場合月に１回算定 

早朝・夜間加算 ２，１００円 ２１０円（６３０円） 
６時～８時、１８時～２２時

の時間外訪問時に算定 

深夜加算 ４，２００円 ４２０円（１，２６０円） 
２２時～翌朝６時の時間外訪

問時に算定   

長時間訪問看護加算 ５，２００円 

 

５２０円（１，５６０円） 

 

人工呼吸器を使用、特別管理

加算算定患者などに９０分を

超える訪問時に算定 

訪問看護ターミナルケア 

療養費 
２５，０００円 ２，５００円（７，５００円） 

ターミナルケアを行った場

合、死亡月に 1回 

難病等複数回訪問看護加算         

（1日の複数回訪問時） 

４，５００円 ４５０円（１，３５０円） ２回目に算定 

８，０００円 ８００円（２，４００円） 
３回目に算定 

緊急訪問看護加算    

（月 14日目まで） 
２，６５０円 ２７０円（８００円） 

在宅支援診療所との連携時に

算定 

緊急訪問看護加算    

（月 15日目まで以降） 
２，０００円 ２００円（６００円） 

在宅支援診療所との連携時に

算定 

24時間対応体制加算 ６，５２０円 ６５０円（１，９６０円） 
月に１回算定 

特別管理加算 
５，０００円 ５００円（１，５００円） 

悪性腫瘍・気切 

・留置カテーテル等 

２，５００円 ２５０円（７５０円） 真皮を超える褥瘡等 

 

※途中で介護保険の要介護認定を受けられた場合は、その認定日より介護保険によるサービス

提供となります 

※ ２４時間体制下での対応は希望されるすべての方に提供いたしますが、休日については有

償サービス基準（後述）に基づく利用加算料を頂きます。 

※ 高額医療費の対象になります 

 

 



＜交通費＞ 

当ステーションからの距離（片道） 費 用 

２ｋｍ未満 無 料 

２～５ｋｍ未満 １００円税抜（往復） 

５ｋｍ以上 ２００円税抜（往復） 

※ 交通機関を利用した場合実費負担 

＜有償サービスによるサービス提供について＞状況等によりお受けできない場合もあります 

サービスの種類・内容 利 用 料 

① 時間延長の訪問看護サービス 

所定の訪問看護の時間を超えた場合  

医療保険：2時間を超えた場合 

介護保険：1時間半を超えた場合 

日 中 ４，４００円/３０分 

夜間・早朝 ５，５００円/３０分 

深夜 ６，６００円/３０分 

② 通常の訪問看護サービス以外 

  （自費サービス） 

看護師    ３０分 ５，５００円 

看護師    ６０分 ８，８００円 

理学療法士等 ４０分 ６，６００円 

理学療法士等 ６０分 ８，８００円 

夜間・早朝 １１，０００/１時間 

深夜 １３，２００円/1時間 

③ 医療保険利用者についての加算 休日加算 ２，２００円/1回 

④ 死亡時の看護 死亡後のご遺体のお世話等 ２２，０００円/1回 

 

※ 夜間帯 １７～２２時 深夜帯 ２２～７時  早朝帯 ７～８時 

※ 交通費は医療保険によるサービス提供の場合と同様です 

※ 料金は予告なく変更させていただくことがあります 

【4】 利用料金のお支払い方法 

利用料金はサービス提供ごとに計算し、請求させていただきます。請求書は利用月の翌月にお

渡し致しますので、月末までにお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

訪問担当者が請求書を持参し、お支払いいただいた時、または次回訪問時に領収書をお渡し致

します。 

※ 領収書は必ず保管されますようにお願いします。 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促

から１４日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分

をお支払いいただくことがあります。 

【5】 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

相談窓口 

担当：砥出早耶香 

連絡先電話番号   ０７２－９５１－１２１３ 

同ﾌｧｯｸｽ番号     ０７２－９５１－１２３４ 

受付日及び受付時間 月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後１７時 

※ 担当する看護職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所

の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 

 



【6】 看護職員の禁止行為 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ 利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

【7】 虐待の防止について 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 看護師  砥出 早耶香 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

【8】 秘密の保持と個人情報の保護について 

（1） 当事業所及び当事業所を使用する者は、ご利用者様に安全でご安心して頂ける居宅サー

ビスを行うために個人情報を提供して頂きます。その際、知り得たご利用者様及びご家

族様に関する個人情報を正当な理由なく、第三者に提供することはありません。それ以

外に個人情報を利用する必要性が生じた場合には、改めてご利用者様から同意を頂くこ

とといたします。なお、職員の退職後についても同様とします。 

（2） 個人情報が含まれる記録物については善良な管理下のもと、細心の注意を払い管理する

ものとし、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

【9】 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連

絡します。 

【10】事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その責任

の範囲において損害賠償を速やかに行います。 

【11】 サービス提供に関する相談、苦情について 

（1）苦情処理の体制及び手順 

提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため 

の窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり）。苦情・相談等があった場

合は事実確認を行い、管理者と共に対応内容・再発防止のための対応方針を検討し、ご利

用者様又はご家族様にその結果を説明します。 



（2）苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

訪問看護ステーション さとやま （担当：砥出・

根岸） 

電話番号 ０７２－９５１－１２１３  

FAX 番号 ０７２－９５１－１２３４ 

受付時間  午前８時３０分～午後１７時 

【市町村（保険者）の窓口】 

八尾市役所 地域福祉部高齢介護課 

電話番号 ０７２－９２４－９３６０ 

FAX 番号 ０７２－９２２－１００５ 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険課 

電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

FAX 番号 ０６－６９４９－５４１７ 

【12】身体的拘束について 

事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。但し自傷他害等の恐れがある

場合等、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、切迫性・

非代替性・一時的の要件と全て満たす時は、利用者に対して説明し同意を得たうえで必要最

低限の範囲で身体的拘束を行う事があります。 

【13】業務継続計画の策定について 

（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的実施

する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

【14】重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日      年    月    日 

上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大阪府条例第１１５号）」第

１０条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事

業

者 
所 在 地 大阪府八尾市安中町９丁目１番１２号 

事 業 所 名 訪問看護ステーション さとやま 

説 明 者 氏 名 印 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所  

氏 名 印 

 

代理人 

住 所  

氏 名 印 

 



介護予防訪問看護重要事項説明書 

 

【1】 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

法 人 名 社会福祉法人 医真福祉会 

代 表 者 氏 名  理事長  栁農 浩右 

法 人 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等）  

大阪府八尾市大字都塚５０番地１ 

 ０７２－９９１－８６８０ 

 

【2】利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーション さとやま 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
大阪府指定  ２７６５５９０３８１ 

事 業 所 所 在 地 大阪府八尾市安中町９丁目１番１２号 

連 絡 先 

管  理  者 

０７２－９５１－１２１３ 

砥出 早耶香 

事業所の通常の  

事業の実施地域  
八尾市全域 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 訪問看護サービス 

運 営 の 方 針 

対象者の特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、健康管理・日常生活

動作の維持・回復を図るとともに在宅医療を推進し、快適な在宅療養が

出来るように支援を行います。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間・事業所の職員体制 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われる

よう必要な管理を行います。 

2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な

指導及び管理を行います。 

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令

を行います。 

常 勤 １名 

営 業 日 月曜日～土曜日（ただし、１２月３１日～１月３日を除く） 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時まで 

営 業 時 間 外 
待機者がステーション携帯電話を所持し、緊急相談や利用者の希望によ

る臨時訪問に応じます。 



看
護
職
員
・
理
学
療
法
士
等 

 

1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書に

よる指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護

計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接

な連携を図ります。 

2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとと

もに、利用者等への説明を行い同意を得ます。 

3 利用者へ訪問看護計画を交付します。 

4 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を

行います。 

5 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行います。 

6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な

指導を行います。 

7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業

者と連携を図ります。 

8 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を

作成します。 

常 勤 ５名 

 

非常勤 ５名 

 

【3】 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作

成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意

向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて

具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 

介護保険による訪問看護サービス 

各種医療保険による訪問看護サービス 

保険外での全額自己負担による訪問看護サービス 

＜訪問看護サービス内容＞ 

1. 病状・障害の観察 

・血圧、脈拍、体温、呼吸数、酸素飽和度等の測定。全身状態、各種症状、日常生活動作

等の観察 

2. 清潔の保持、食事・排泄等日常生活上の看護 

 ・清拭、洗髪、入浴、部分浴の介助 

 ・食事や排泄等の状況を理解した上での指導、助言 

3. 褥瘡の予防・処置 

 ・体位変換、除圧の方法、除圧器具の選定への指導、助言 

 ・患部の消毒、治療の実施と指導（医師の指示に基づく） 

 ・栄養状態の確認、栄養補給の方法についての助言 

4. リハビリテーション 

 ・床上での関節可動域訓練  ・座位、立位、歩行動作の指導 ・呼吸訓練、嚥下訓練 

5. ターミナルケア・認知症の看護 

 ・身体的、精神的苦痛の看護・介護負担軽減方法についての助言・２４時間体制での在宅の

看取りへの支援 



6. 療養生活や介護方法の指導 

7. 医師の指示による医療処置 

 ・カテーテル等の交換、管理支援 

・在宅医療機器にまつわる管理支援（各種業者等との連携） 

 ・摘便、浣腸、導尿、ガーゼ交換、膀胱洗浄・輸液管理支援 

 8. 緊急時の相談、適切な対応 

  ・かかりつけ医の指示のもとで電話対応、訪問しての応急処置、適切な医療施設への連絡、

調整 

 

(2) 介護保険によるサービス提供について 

サービス提供時間 単位数 
利用者負担 

1割 

利用者負担 

2割 

予訪看Ⅰ１（２０分未満） ３０３単位 

        

３２５円 

         

 

６４７円 

予訪看Ⅰ２（３０分未満） ４５１単位 

        

４８３円 

         

       

９６５円 

予訪看Ⅰ３（３０分～６０分未満） ７９４単位 

 

８５０円 

        

１，６９９円 

         

予訪看Ⅰ４（６０分～９０分未満） １，０９０単位 

 

１，１６７円 

        

２，３３３円 

         

予訪看Ⅰ５×２（リハビリ４０分未満） ５６８単位 

      

６０８円 

        

１，２１６円 

         

予訪看Ⅰ５・２超（リハビリ６０分未満） ７６５単位 ８１９円 １，６３７円 

＜介護保険各種加算料＞ 

 加算  単位数 
利用者負担  

１割 

利用者負担 

2割 
算定要件 

夜間等訪問看護加算 

１８時～２２時   ２５％ 

２２時～翌朝６時  ５０％ 

６時～８時  ２５％ 

予防緊急時訪問看護加算
（Ⅱ） 

５７４単位 ６１５円 １，２２９円 1月に 1回 

特別管理加算（Ⅰ） ５００単位 ５３５円 １，０７０円 1月に 1回 

特別管理加算（Ⅱ） ２５０単位 ２６８円 ５３５円 1月に 1回 

予防初回加算（Ⅰ）   *
退院日当日 

３５０単位 ３７５円 ７４９円 
新規に計画を 

作成した月 

予防初回加算（Ⅱ） ３００単位 ３２１円 ６４２円 
新規に計画を 

作成した月 

口腔連携強化加算 ５０単位 ５４円 １０７円 １月に１回 

サービス提供体制強化 

加算Ⅱ 
３単位 ４円 ７円 １回につき 

 

 



※ サービス提供開始時刻が早朝・夜間の場合は、1 回につき所定単位数の２５％、深夜の場

合は、５０％に相当する単位が加算されます。 

※ 当ステーションは５級地に所在するため、1単位あたり１０．７０をかけています。 

※ 准看護師のサービス提供については、利用料金に０．９をかけた料金となります。 

※ 予防訪問看護緊急時訪問看護加算は、当事業所が実施する２４時間体制下での緊急時の電

話相談及び臨時訪問を希望する場合にご契約いただきます。契約された方に予定外の訪問

看護を提供した場合、その活動時間に相当する基本料金をその都度いただきます。契約な

しでの臨時対応は出来兼ねますのでご注意ください。また、利用しなかったからというこ

とで後から契約を解消し返却されるというものではありません。 

※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対して、指定

訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働

大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問看護

を行った場合に加算します。 

 

 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

 

※ 予防訪問看護初回加算（Ⅰ）（Ⅱ）は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カ

ニューレ、留置カテーテルを使用している状態 

② 在宅自己腹膜灌流
かんりゅう

指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静

脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽

圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けて

いる状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

⑥  

 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質

基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3以上であっ

て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、他系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリー

ブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライ

ソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱

髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める

状態 



提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。(Ⅰ)は

退院日当日の訪問。 

※ 退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し

在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に加算しま

す。また初回加算を算定する場合は算定しません。 

※ 口腔連携強化加算は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において歯科医やケアマネジ

ャーに対し情報提供した場合に加算します。 

※ サービス提供体制強化加算は、職員の総数のうち勤続年数３年以上の者の占める割合が 

３０/１００以上の場合に加算します。 

※ 理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定し

ていない場合に８単位（1回につき）減算します。 

※理学療法士等の利用について利用開始日の属する月から１２月超の場合は、１回につき５単

位を減算します。 

※ 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る

計画の作成の支援等を行った場合に加算します。 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の

身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。 

※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を超える

訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分未満)に加算しま

す。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた１時間３０分を超過する部分の利用料は徴

収しません。 

※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問

看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から１４日間に限っ

て、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となりま

す。 

※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用

者又は当事業所における一月当たりの利用者が２０人以上居住する建物の利用者にサービ

ス提供を行った場合は、上記金額の９０/１００となります。 

同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建築物

及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なも

のを言います。 

同一の建物に２０人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用者

が２０人以上居住する建物を言います。 

（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る。） 

※ （利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額を

いったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領

収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請

を行ってください。 

 

 



 

 

（3）医療保険によるサービス提供について 

各種保険制度、助成事業等に基づき、負担額が変わります 

基本療養費・管理療養費 

各種加算 
診療報酬 

利用者負担   

1割（3割） 
算定要件 

訪問看護管理療養費 

７，６７０円 
７７０円（２，３００円） 月の初日に算定 

３，０００円 
３００円（９００円） 月の２日目以降/日算定 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（看護師・理学療法士等） 

５，５５０円 ５６０円（１，６７０円） 
週３回まで/日算定 

６，５５０円 
６６０円（１，９７０円） 週４日目以降/回算定 

退院支援指導加算       

(長時間行った場合) 
８４００円 ８４０円（２５２０円） 

厚生労働大臣が定める者に指

導した場合１回につき 

退院支援指導加算 ６０００円 ６００円（１８００円） 
 

訪問看護医療 DX情報活用 

加算 
５０円 ５円（１５円） 

オンライン資格確認等のシステ

ム導入している場合月に１回算

定 

訪問看護ベースアップ 

評価料 
７８０円 ７８円（２３０円） 

職員の賃金の改善を実施して

いる場合月に１回算定 

早朝・夜間加算 ２，１００円 ２１０円（６３０円） 
６時～８時、１８時～２２時

の時間外訪問時に算定 

深夜加算 ４，２００円 ４２０円（１，２６０円） 
２２時～翌朝６時の時間外訪

問時に算定   

長時間訪問看護加算 ５，２００円 

 

５２０円（１，５６０円） 

 

人工呼吸器を使用、特別管理

加算算定患者などに９０分を

超える訪問時に算定 

訪問看護ターミナルケア 

療養費 
２５，０００円 ２，５００円（７，５００円） 

ターミナルケアを行った場

合、死亡月に 1回 

難病等複数回訪問看護加算         

（1日の複数回訪問時） 

４，５００円 ４５０円（１，３５０円） ２回目に算定 

８，０００円 ８００円（２，４００円） 
３回目に算定 

緊急訪問看護加算    

（月 14日目まで） 
２，６５０円 ２７０円（８００円） 

在宅支援診療所との連携時に

算定 

緊急訪問看護加算    

（月 15日目まで以降） 
２，０００円 ２００円（６００円） 

在宅支援診療所との連携時に

算定 

24時間対応体制加算 ６，５２０円 ６５０円（１，９６０円） 
月に１回算定 

特別管理加算 

５，０００円 ５００円（１，５００円） 
悪性腫瘍・気切 

・留置カテーテル等 

２，５００円 ２５０円（７５０円） 
真皮を超える褥瘡等 

 

※途中で介護保険の要介護認定を受けられた場合は、その認定日より介護保険によるサービス

提供となります 

※ ２４時間体制下での対応は希望されるすべての方に提供いたしますが、休日については有

償サービス基準（後述）に基づく利用加算料を頂きます。 

※ 高額医療費の対象になります 



 

＜交通費＞ 

当ステーションからの距離（片道） 費 用 

２ｋｍ未満 無 料 

２～５ｋｍ未満 １００円税抜（往復） 

５ｋｍ以上 ２００円税抜（往復） 

※ 交通機関を利用した場合実費負担 

＜有償サービスによるサービス提供について＞状況等によりお受けできない場合もあります 

サービスの種類・内容 利 用 料 

① 時間延長の訪問看護サービス 

所定の訪問看護の時間を超えた場合  

医療保険：2時間を超えた場合 

介護保険：1時間半を超えた場合 

日 中 ４，４００円/３０分 

夜間・早朝 ５，５００円/３０分 

深夜 ６，６００円/３０分 

② 通常の訪問看護サービス以外 

  （自費サービス） 

看護師    ３０分 ５，５００円 

看護師    ６０分 ８，８００円 

理学療法士等 ４０分 ６，６００円 

理学療法士等 ６０分 ８，８００円 

夜間・早朝 １１，０００/１時間 

深夜 １３，２００円/1時間 

③ 医療保険利用者についての加算 休日加算 ２，２００円/1回 

④ 死亡時の看護 死亡後のご遺体のお世話等 ２２，０００円/1回 

 

※ 夜間帯 １７～２２時 深夜帯 ２２～７時  早朝帯 ７～８時 

※ 交通費は医療保険によるサービス提供の場合と同様です 

※ 料金は予告なく変更させていただくことがあります 

【4】 利用料金のお支払い方法 

利用料金はサービス提供ごとに計算し、請求させていただきます。請求書は利用月の翌月にお

渡し致しますので、月末までにお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

訪問担当者が請求書を持参し、お支払いいただいた時、または次回訪問時に領収書をお渡し致

します。 

※ 領収書は必ず保管されますようにお願いします。 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促

から１４日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分

をお支払いいただくことがあります。 

【5】 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

相談窓口 

担当：砥出早耶香 

連絡先電話番号   ０７２－９５１－１２１３ 

同ﾌｧｯｸｽ番号     ０７２－９５１－１２３４ 

受付日及び受付時間 月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後１７時 

※ 担当する看護職員は、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所

の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 



 

【6】 看護職員の禁止行為 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ 利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

【7】 虐待の防止について 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 看護師  砥出 早耶香 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

【8】 秘密の保持と個人情報の保護について 

（1） 当事業所及び当事業所を使用する者は、ご利用者様に安全でご安心して頂ける居宅サー

ビスを行うために個人情報を提供して頂きます。その際、知り得たご利用者様及びご家

族様に関する個人情報を正当な理由なく、第三者に提供することはありません。それ以

外に個人情報を利用する必要性が生じた場合には、改めてご利用者様から同意を頂くこ

とといたします。なお、職員の退職後についても同様とします。 

（2） 個人情報が含まれる記録物については善良な管理下のもと、細心の注意を払い管理する

ものとし、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

【9】 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連

絡します。 

【10】事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、その責任

の範囲において損害賠償を速やかに行います。 

【11】 サービス提供に関する相談、苦情について 

（1）苦情処理の体制及び手順 

提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため 

の窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり）。苦情・相談等があった場

合は事実確認を行い、管理者と共に対応内容・再発防止のための対応方針を検討し、ご利



用者様又はご家族様にその結果を説明します。 

（2）苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

訪問看護ステーション さとやま （担当：砥出・

根岸） 

電話番号 ０７２－９５１－１２１３  

FAX 番号 ０７２－９５１－１２３４ 

受付時間  午前８時３０分～午後１７時 

【市町村（保険者）の窓口】 

八尾市役所 地域福祉部高齢介護課 

電話番号 ０７２－９２４－９３６０ 

FAX 番号 ０７２－９２２－１００５ 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険課 

電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

FAX 番号 ０６－６９４９－５４１７ 

【12】身体的拘束について 

事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。但し自傷他害等の恐れがある

場合等、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、切迫性・

非代替性・一時的の要件と全て満たす時は、利用者に対して説明し同意を得たうえで必要最

低限の範囲で身体的拘束を行う事があります。 

【13】業務継続計画の策定について 

（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的実施

する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

【14】重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日      年    月    日 

上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大阪府条例第１１５号）」第

１０条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 大阪府八尾市安中町９丁目１番１２号 

事 業 所 名 訪問看護ステーション さとやま 

説 明 者 氏 名 印 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所  

氏 名 印 

 

代理人 

住 所  

氏 名 印 
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